
ＮＯ．99 

 

 

 

              

 

          

 

                           
 

 

 

◆離職票が使われる場面 

離職票とは、雇用保険の被保険者が離職後に求職者給

付（基本手当等）を受給するために必要な書類です。離

職票は現在、ハローワークから事業所を通して離職者に

送られていますが、2025 年１月 20 日から、希望する

離職者のマイナポータルに直接送付するサービスが始ま

ります。離職者がハローワークで求職の申込みをするに

は、事業所から離職票が届くまで１週間から 10 日ほど

待つ必要がありましたが、新サービスを使えばその期間

が短縮されます。事業所は離職者に離職票を送る手間が

省けます。 

 

◆離職票が送付されるまでの流れ 

現在、事業所が資格喪失届と離職証明書をハローワー

クに提出すると、離職証明書は３枚複写になっており、

ハローワークはそのうち事業主控と離職票を事業所に郵

送または電子送付します。事業所はその離職票を離職者

に郵送します。2025 年１月 20 日から一定の条件を満

たした場合は、事業所が資格喪失届と離職証明書をハ

ローワークに電子申請すると、ハローワークは離職証明

書の事業主控を事業所に電子送付し、離職票を離職者の

マイナポータルに直接送付します。 

 

◆離職票のマイナポータル直接送付のために 

事業所がやるべきこと 

(1) 被保険者の方に被保険者向けリーフレットを使っ

て周知しましょう。このサービスが被保険者の任意であ

ることに留意する必要があります。 

(2) 被保険者本人のマイナポータルで、マイナンバーが

ハローワークに登録されているか確認してもらいます。 

 

 

 

 

登録されていない場合は、事業所が「個人番号登録・

変更届」をハローワークに提出し、マイナンバーを登録

してください。 

(3) 被保険者のマイナンバー登録が済んでいる場合

は、被保険者本人にマイナポータル上で「雇用保険

WEB サービス」との連携設定を行ってもらいます。

(2)(3)は資格喪失届提出の２週間前までに行ってくださ

い。 

(4) 雇用保険の離職手続を電子申請で行ってくださ

い。電子申請ではなく紙様式でハローワークに届け出た

場合は、離職票は従来どおり事業所経由となります。 

◆技能実習の運用要領を改正 

 出入国在留管理庁が、外国人技能実習の運用要領を改正し、

転籍を可能とする場合の要件に、「ハラスメントを受けている

場合」が明記されました。技能実習生の失踪の増加や、外国人

労働者に対する人権侵害に対する批判が国際的にも高まってい

ることを受けた対応だと思われます。 

技能実習生は原則３年間転籍ができませんが、「やむを得な

い事情」があったときは、受入企業を変更する転籍が認めてい

ます。 

これまで、この「やむを得ない事情」にどのような場合が該

当するのか定義があいまいでしたが、暴行や各種ハラスメント

（暴言、脅迫・強要、セクハラ、マタハラ、パワハラなど）を

受けている場合、重大悪質な法令違反・契約違反があった場合

に転籍できることが明確化されるとともに、直接被害を受けた

技能実習生だけでなく、同僚の技能実習生についても対象とな

りました。 

技能実習であるからといって、ハラスメントや賃金不払いな

どの法違反が許されないことが明確にされた形です。また、転

籍を申し出るための専用様式も作成されたそうですので、今後

は転籍の申出がなされやすい状況となったようです。 

み く に 便 り 

2025 年 1月 1日発行  

連絡先：〒371－0014群馬県前橋市朝日町三丁目 12番 20 号 

電  話：027-243-5600  FAX：027-224-4393 

U R L：http://www．e-392.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みくには 

ハートに愛 

 

 

新年スタートです。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

今回の離職票の新しいサービスにつきましては、作成の際にご案内を予定しており

ます。本年もタイムリーな情報発信を致します。 

当社ＨＰでは新聞掲載コ

ラム（バックナンバー）

や各種セミナーのご案内

を随時発信しています。 

 

1月 20日から希望する離職者のマイナポータルに 

離職票を直接送付するサービスが始まります。 

外国人技能実習生の転籍要件が明確化されました。 
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